
町からのお知らせ

問 

建
設
事
業
課 

管
理
鉱
害
係 

☎
６
５
・
３
３
３
０

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

撤
去
費
の
一
部
を
補
助

　

桂
川
町
で
は
、
地
震
に
よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊

に
よ
る
被
害
防
止
や
、
避
難
路
を
確
保
す
る
た
め
、
危

険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
を
行
う
場
合
に
、
撤
去
費

の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
を
実
施
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
町
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

の
所
有
者

【
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
】

①
町
内
の
道
路
に
面
し
た
道
路
か
ら
の
高
さ
が
１
ｍ

以
上
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

②
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、
組
積
造
（
れ

ん
が
造
、
石
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
等
）

の
塀
（
フ
ェ
ン
ス
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

と
混
用
の
場
合
を
含
む
）
及
び
門
柱
で
あ
る
こ
と

③
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
調
査
を
行
い
、
町
で
定
め
た
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
の
診
断
カ
ル
テ
の
点
数
が
40
点
未
満

の
も
の

【
補
助
金
額
】

　

撤
去
費
用
の
２
分
の
１
（
上
限
10
万
９
０
０
０
円
）

　

※
補
助
は
予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順
で
受
け
付
け

【
注
意
事
項
】

　

◇
補
助
を
受
け
る
た
め
に
は
、
町
と
の
事
前
協
議
が

　

必
要
で
す
。

　

◇
補
助
金
を
申
請
す
る
場
合
は
、
工
事
の
契
約
や
着

工
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
費
の
一
部
を
補
助

補助金

問 

保
険
環
境
課 
医
療
介
護
保
険
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

子
ど
も
医
療
証
等
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て

今
回
の
元
号
改
正
に
伴
い
、
各
種
保
険
証
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
左
表
の
と
お
り
と
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
せ
下
さ
い
。

各
種
保
険
証
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

お知らせ

問 

桂
川
町
商
工
会 

☎
６
５
・
０
０
２
０

消
費
税
軽
減
税
率

対
応
セ
ミ
ナ
ー
開
催

　

消
費
税
改
正
に
伴
い
実
施
さ
れ
る
施
策
へ
の
対
応

（
消
費
税
軽
減
税
率
対
策
補
助
金
の
申
請
や
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
端
末
の
導
入
等
）
に
は
、
そ
れ
な
り
の
手
間

と
時
間
が
掛
か
り
ま
す
。
必
要
な
対
策
を
講
じ
る
た
め

に
も
是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
日　

時
】
5
月
29
日
㈬　

15
時
～
16
時

【
場　

所
】
桂
川
町
商
工
会
２
階
研
修
室

【
講　

師
】
カ
シ
オ
計
算
機
㈱ 

営
業
担
当
者

【
申　

込
】
参
加
資
格
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】
〇
飲
食
店
で
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の
食
品
も
販
売
し

て
い
る
方　

〇
卸
小
売
業
で
飲
食
料
品
と
飲
食
料
品
以

外
を
販
売
し
て
い
る
方　

〇
現
在
使
用
し
て
い
る
レ
ジ

で
新
た
な
消
費
税
制
度
に
対
応
で
き
る
か
不
安
な
方　

〇
補
助
金
の
存
在
は
知
っ
て
い
た
が
、
具
体
的
な
内
容

を
知
ら
な
い
方　

〇
カ
ー
ド
決
済
、
電
子
マ
ネ
ー
決
済

の
導
入
に
関
心
が
あ
る
方　

な
ど

【
内　

容
】
☆
今
準
備
す
る
こ
と　

☆
補
助
金
の
概
要
と
対

象
事
業
者　

☆
軽
減
税
率
対
象
品
目　

☆
軽
減
税
率
導

入
で
変
わ
る
事　

☆
政
府
が
勧
め
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

化
と
は　

な
ど

　

※
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
に
は
個
別
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
そ
の
他
】
５
月
23
日
㈭
ま
で
に
要
申
込
（
定
員
30
名
・
先

着
順
）

嘉
飯
桂
地
区
商
工
会
合
同
講
習
会

募　集

■各種保険証等の取扱い

そのまま使用するもの

　平成を令和に読み替えて、次回の切り　
　替えまで、現在の証をご使用ください。
　※限度額認定証、高齢受給者証含む

  ・国民健康保険被保険者証等

  ・後期高齢者医療被保険者証等

  ・介護保険被保険者証等

  ・重度障害者医療証

  ・ひとり親家庭等医療証

切り替えの予定があるもの

　現在準備中です。準備ができ次第お知
　らせします。それまでは現在の証をご
　使用ください。

  ・子ども医療証
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